徳島県情報セキュリティ監査委託業務仕様書

１　委託業務名
徳島県情報セキュリティ監査委託業務 

２　業務の目的
本業務は、「徳島県情報セキュリティポリシー」に基づき実施している情報資産の管理について、ポリシー等の基準に準拠して適切に実施されているかを点検、評価することによって徳島県の情報セキュリティ対策の向上に資することを目的とする。

３　履行場所
徳島県の各庁舎のうち、発注者が指定する場所（徳島県内に限る。）
ただし、発注者との打ち合わせについては、原則Web会議等のオンラインで実施する。

４　業務委託期間 
（１）契約期間 
契約締結日から令和 8 年 1 月 30 日まで
（２）監査スケジュール
前項契約期間のうち、８(１) で示す成果物の提出期限は令和 ８年１月２３日とする。 

５　監査対象
17所属とする。（具体的な対象所属は、別に発注者が受注者に指示する。）

６　適用基準
　（１）必須とする基準
　　　①徳島県情報セキュリティポリシー
　　　②外部記録媒体取扱要領
　　　③所属調達端末管理要領
　　　④モバイル端末の適正な利用及び管理に関する要領
　　　⑤クラウドサービスの利用に関する要綱（機密性２以上の情報を取り扱う場合）
　　なお、上記基準については、受託者にのみ提供する。

７　業務委託内容
　（１）監査実施計画の作成
　　　　受注者は発注者から指示された監査対象所属と監査の日程調整を行い、発注者と協議、調整の上、その実施時期及び監査手順について具体的に記載した監査実施計画書を策定し、発注者に提出すること。
　（２）予備調査の実施
　　　　監査対象所属に対して、発注者の指定する監査資料の作成・提出を求めること。
　（３）実地監査の実施
　　　　監査対象所属に対し、監査資料をもとに目視・ヒアリング等により実地監査すること。
　（４）監査調書の作成
　　　　予備調査及び実地監査で確認した内容を取りまとめた監査調書を作成し、提出すること。

８　監査成果物と納入方法
　　（１）納品物
　　　　①　監査実施計画書
②　監査資料（監査対象所属ごと）　
　　　　③　監査調書（監査対象所属ごと）
　　（２）納入方法・部数
　　　　Microsoft Word形式又はMicrosoft Excel形式いずれかによる編集可能な電子データ　１部
　　　　　　　
９　作業日時 
原則として土、日、祝日を除く 8:45 ～ 17:00 とする。ただし、来庁又は本県職員の立会を要しない作業については、この限りではない。

10　監査実施体制および要件 
（１）受託者は IS0/IEC27001(JIS Q 27001) 認証又はプライバシーマーク認証を取得していること。
（２）監査責任者、監査人、監査補助者、アドバイザー等で構成される監査チームを編成すること。ただし監査チームは２名以上とし、兼務を妨げない。
（３）監査の品質の保持のため監査品質管理責任者、監査品質管理者等の監査品質管理体制をつくること。
（４）監査チームには、監査の効率と品質の保持のため次のいずれかの実績（実務経験） を有する専門家が１人以上含まれていること。 
ア 　情報セキュリティ監査 
イ 　情報セキュリティに関するコンサルティング 
ウ　情報セキュリティポリシーの作成に関するコンサルティング（支援を含む）
（５）監査チームの構成員が、監査対象となる情報資産の管理及び当該情報資産に関する情報システムの企画、開発、運用、保守等に関わっていないこと。 

10　 その他特記事項 
（１）交通費その他一切の諸経費は本業務による費用に含まれており、別途支給することはないので注意すること。 
（２）成果物の納入後、その内容が要求品質を満たしていないものについては、受託者の責任において関連する項目を再検査し、当該個所の修正を行うこと。　

